
 

 

企画・発行 上野税理士法人  
〒１０３－００２８ 東京都中央区八重洲１丁目５－１５ 荘栄建物ビル８階 

２０１６．１２．２０号 

「2018 年介護保険法改正の全部解説 激動の次期介護報酬改定の行方と介護保険外サービス」 

日時： １月３１日（火） １３：３０－１６：３０ 

会場： 港区立商工会館 【浜松町駅 徒歩５分】 （詳しくは、http://www.care-mas.com まで） 

講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)   

来年から変わる個人型確定拠出年金（iDeCo） 

  

平成 29年 1月から、個人型確定拠出年金（個人型

DC）は制度改正により加入対象者の範囲が拡大され

る。それに伴う個人型 DCの認知度向上のため、愛称

が「iDeCo（イデコ）」となった。 

個人型 DCは、公的年金に上乗せして給付を受け取

れる制度で、加入者が金融機関を選択して掛金を拠出

し、その金融機関が提示する運用商品を自ら選び運用

を行うため、将来の給付額は事前に確定しておらず、

運用実績によって変動する。 

加入対象者はこれまで、企業年金等を実施していな

い企業に勤めている厚生年金被保険者や、自営業者等

の国民年金第１号被保険者に限定されていたが、平成 

29年 1月からは、企業年金加入者や公務員等共済加

入者、私学共済加入者、専業主婦等の国民年金第 3

号被保険者も加入できるようになり、基本的に 60歳

未満の全ての者が利用できるようになる。 

個人型 DCには、掛金の拠出時、運用時、受給時、

それぞれの段階で税法上の優遇措置が講じられてお

り、掛金については、拠出限度額（加入者によって異

なる）が設けられているが、小規模企業共済等掛金控

除として全額が所得控除の対象となる。また、運用段

階で得た利益は全額が非課税だ。 

受給については、老齢給付金、障害給付金、死亡一

時金の 3種類がある。老齢給付金は原則 60歳から年

金又は一時金で受け取ることができ、年金で受け取る

場合は雑所得として公的年金等控除、一時金で受け取

る場合は退職所得として退職所得控除が適用できる。

加入者が 70歳になる前に一定以上の障害状態にな

った場合に受給できる障害給付金は非課税、加入者が

死亡した場合に遺族が一時金として受け取れる死亡

一時金はみなし相続財産として相続税がかかる。 

加入する際は、＊運用リスクは加入者自身が負う、

＊原則 60歳まで途中で引き出すことができない、＊

加入時の手数料や毎月の口座管理費などの各種手数

料がかかる、などに留意した上で、よく検討する必要

がある。 
 

介護保険制度見直しの意見を了承 介護保険部会 

 

社会保障審議会介護保険部会は 9日、「介護保険制度

の見直しに関する意見」の取りまとめを了承した。 

介護保険と障害福祉の両方のサービスを一体的に提

供できる「共生型サービス」の創設、福祉用具の貸与

価格の上限設定、現行並み所得者の利用者負担割合を 3

割とすること等を盛り込んだ。 

一方、軽度者に対する訪問介護における生活援助や

その他の給付の地域支援事業（総合事業）への移行に

ついては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通所介

護の総合事業への移行の把握・検証等を行い、その状

況を踏まえて検討を行うと案の見送りを提案。 

その他、市町村による地域密着型サービスの事業者

指定に関する見直しや地域包括支援センターの強化、

保険者の業務簡素化（要介護認定）等が提案された。 

 

最終意見書が承認されたことにより、介護保険法改

正の審議の舞台は来年 1月から始まる通常国会へ移り、

来年４－５月には国会で成立の見込みだ。 

 

実務経験 5年以上の介護福祉士をチームリーダーに 

 

厚労省は 13日、社会保障審議会福祉部会福祉人材確

保専門委員会を開催。介護人材のキャリアパスの一環

として検討している「チームリーダー」について、担

うべき役割や必要な能力、育成、介護福祉士に必要な

資質等について議論した。 

 

方向性として、チームリーダーは介護職としてチー

ムケアを推進していく者であり、その役割として「高

度な技術を有する介護の実践者としての役割」「介護技

術の指導者としての役割」「介護職チーム内のサービス

をマネジメントする役割」を果たすことが求められる

とした。 

その上で、介護福祉士をチームリーダーとして位置

付ける場合、必要な介護福祉士としての業務経験年数

は 5年を目安とすることを提案した。 

 
詳しくはお気軽に <info@care-mas.com> まで 
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